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規    則 
 

那覇市消防吏員服制規則の一部を改正する規則（消防局予防課） 
那覇市規則第25号  

平成27年５月８日  

                            公   布   済 

 

那覇市消防吏員服制規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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告    示 
個人情報業務廃止届出書及び個人情報業務変更届出書の公表につい

て（総務課） 
那覇市告示第 112 号  

平成 27 年５月７日  

掲 示 済  

 

 

個人情報業務廃止届出書及び個人情報業務変更届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第７条第５項及び同施行規則第２条第２項の規定に基づ

き、個人情報業務廃止届出書及び個人情報業務変更届出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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個人情報目的外利用等届出書の公表について（総務課） 
那覇市告示第 116 号  

平成 27 年５月 12 日  

掲 示 済  

 

 

個人情報目的外利用等届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第９条第４項及び那覇市個人情報保護条例施行規則第８

条第２項で準用する同規則第２条第２項の規定に基づき、個人情報目的外利用等届

出書を別紙のとおり公表する。 

 

 

                        那覇市長 城 間 幹 子  
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平成 27 年（2015 年）５月那覇市議会臨時会に付議する事件の追加告

示について（総務課） 
那覇市告示第 119 号  

平成 27 年５月 15 日  

掲 示 済  

 

 

平成 27年（2015年）５月那覇市議会臨時会に付議する事件の追加告示につ

いて 

 

 

平成 27年（2015年）５月那覇市議会臨時会の付議事件に次の事件を追加する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

付 議 事 件 名 

 

１ 平成 27年度那覇市一般会計補正予算（第３号） 

 

２ 委員会への付託陳情 

子宮頸がんワクチン接種後の副反応被害の早期解決を求めることについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      那 覇 市 公 報    第１６４５号   2015（平成27）年６月１日 

 656 

 

地籍調査の実施について（地籍調査課） 
那覇市告示第 124 号  

平成 27 年５月 20 日  

掲 示 済  

 

 

地籍調査の実施について 

 

 

国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第６条の４第１項の規定により、下記の

とおり地籍調査を実施する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

記 

 

 

１ 事業計画が公示された年月日   平成 27年４月 24日 

 

２ 調査を実施する者の名称   那覇市 

 

３ 調 査 地 域     那覇市 

                  （首里金城町４丁目及び繁多川 

４丁目の一部） 

 

４ 調 査 期 間    平成 27年５月 20日から 
                   平成 28年３月 31日まで 
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平成 27 年度那覇市一般会計補正予算(第１号)（財政課） 
那覇市告示第 138 号  

平成 27 年６月１日  

 

 

平成27年(2015年)４月那覇市議会臨時会で議決された平成 27年度那覇市一般会

計補正予算(第１号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成 27年度那覇市一般会計補正予算(第１号) 

 

平成 27年度那覇市の一般会計の補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 102,961千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 134,572,961千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入                           （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

18 繰入金  1,822,637 102,961 1,925,598 

2 基金繰入金 1,773,687 102,961 1,876,648 

歳  入  合  計 134,470,000 102,961 134,572,961 

 

歳 出                            （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

8 土木費  17,065,349 102,961 17,168,310 

4 都市計画費 8,908,688 102,961 9,011,649 

歳 出 合 計 134,470,000 102,961 134,572,961 
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平成 27 年度那覇市一般会計補正予算(第２号)（財政課） 
那覇市告示第 139 号  

平成 27 年６月１日  

 

 

平成27年(2015年)５月那覇市議会臨時会で議決された平成 27年度那覇市一般会

計補正予算(第２号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成 27年度那覇市一般会計補正予算(第２号) 

 

平成 27年度那覇市の一般会計の補正予算(第２号)は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 71,484千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 134,644,445千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 既定の債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入                           （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

14 国庫支出

金 
 33,877,454 36,950 33,914,404 

1 国庫負担金  28,437,979 34,533 28,472,512 

3 委託金 106,151 2,417 108,568 

15 県支出金 
 16,779,313 17,266 16,796,579 

1 県負担金 6,106,932 17,266 6,124,198 

18 繰入金 
 1,925,598 17,268 1,942,866 

2 基金繰入金 1,876,648 17,268 1,893,916 

歳  入  合  計 134,572,961 71,484 134,644,445 
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歳 出                            （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

3 民生費  66,502,539 69,067 66,571,606 

1 社会福祉費 23,320,244 69,067 23,389,311 

10 教育費  12,985,418 2,417 12,987,835 

5 社会教育費 1,372,040 2,417 1,374,457 

歳 出 合 計 134,572,961 71,484 134,644,445 

 

第２表 債務負担行為補正 

 追 加                           （単位：千円） 

事    項 期  間 限度額 

石嶺市営住宅第５期建替事業（電気工事） 

（建設企画課） 
平成 28年度 65,991 
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平成 27 年度那覇市一般会計補正予算(第３号)（財政課） 
那覇市告示第 140 号  

平成 27 年６月１日  

 

 

平成27年(2015年)５月那覇市議会臨時会で議決された平成 27年度那覇市一般会

計補正予算(第３号)の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成 27年度那覇市一般会計補正予算(第３号) 

 

平成 27年度那覇市の一般会計の補正予算(第３号)は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,454千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 134,646,899千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入                           （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

18 繰入金  1,942,866 2,454 1,945,320 

2 基金繰入金 1,893,916 2,454 1,896,370 

歳  入  合  計 134,644,445 2,454 134,646,899 

 

歳 出                            （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

2 総務費  8,040,691 2,454 8,043,145 

1 総務管理費 5,840,481 2,454 5,842,935 

歳 出 合 計 134,644,445 2,454 134,646,899 
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平成 27 年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）（国

民健康保険課） 
那覇市告示第 141 号  

平成 27 年６月１日  

 

 

平成 27年（2015年）５月那覇市議会臨時会で議決された平成 27年度那覇市国民

健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の要領は次のとおりである。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

平成 27年度那覇市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

平成 27 年度那覇市の国民健康保険事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4,500,000千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 54,282,914千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

第１表 歳入歳出予算補正 

歳 入 

款 項 補正前の額 補正額 計 

10 諸収入 
 

千円 

2,041,221 

千円 

4,500,000 

千円 

6,541,211 

３ 雑入 2,009,998 4,500,000 6,509,998 

歳 入 合 計 49,782,914 4,500,000 54,282,914 

 

歳 出  

款 項 補正前の額 補正額 計 

12 繰上充用金 
 

千円 
0 

千円 
4,500,000 

千円 
4,500,000 

１ 繰上充用金 0 4,500,000 4,500,000 

歳 出 合 計 49,782,914 4,500,000 54,282,914 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の指定について（保護管理課） 
那覇市告示第 142 号  

平成 27 年６月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関の

指定について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 49条及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関として、次のとおり

指定した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子 

 

 

名  称 開 設 者 
指定の有効期間 

所 在 地 

うるま薬局 
株式会社アイワメディカル

オキナワ 平成 27年３月１日～ 

平成 33年２月 28日 

那覇市松島二丁目１番地 19 

サンアイ薬局 めかる 有限会社エヌ・オー・ケイ 
平成 27年４月１日～ 

平成 33年３月 31日 
那覇市銘苅三丁目９番 24号 

すこやか薬局 松島店 株式会社 薬正堂 
平成 27年５月１日～ 

平成 33年４月 30日 
那覇市松島２丁目１番地 14 ＮＦレジデンス松島２階 

メインプレイス アイクリ

ニック 
砂川 尊 

平成 27年５月１日～ 

平成 33年４月 30日 那覇市おもろまち四丁目４番９号 サンエー那覇メイン

プレイス店 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の変更について（保護管理課） 
那覇市告示第 143 号  

平成 27 年６月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関の

変更について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 50条の２及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関より、次のとおり

変更の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子 

 

 

名   称 

変更年月日 

変更事項 変 更 後（ 変 更 前 ） 

ぴぃぷる第２薬局 

平成27年３月19日 

法人代表者 取締役 木下博之（代表取締役 安里良枝） 

ぴぃぷる薬局 石嶺店 

平成27年３月19日 

法人代表者 取締役 木下博之（代表取締役 安里良枝） 

ぴぃぷる薬局 与儀店 

平成27年３月19日 

法人代表者 取締役 木下博之（代表取締役 安里良枝） 

まさたけ歯科医院 

平成27年４月１日 

名称 まさたけ歯科医院（カムカム歯科医院） 
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三原薬局 

平成27年４月１日 

管理者 久保田龍二（杵鞭充治） 

病院前薬局 

平成27年４月１日 

管理者 杵鞭充治（禅院知靖） 

くら薬局 

平成27年４月１日 

開設者 
株式会社メディケイト 代表取締役 粟國幸成 

(有限会社メディケイト代表取締役 新垣重徳） 

てぃーだ薬局 

平成27年４月１日 

開設者 
株式会社メディケイト 代表取締役 粟國幸成 

（有限会社メディケイト代表取締役 新垣重徳） 

かりん薬局 

平成 27年４月 1日 

開設者 
株式会社メディケイト 代表取締役 粟國幸成 

（有限会社メディケイト代表取締役 新垣重徳） 

ウェーブ薬局 

平成27年４月１日 

管理者 外間 和香子（野田多希） 

わかば薬局 

平成27年４月１日 

法人代表者 代表取締役 氏家篤（代表取締役 宇垣一麿） 

つぼがわ薬局 

平成27年５月１日 

名称 つぼがわ薬局（わかば薬局） 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の廃止について（保護管理課） 
那覇市告示第 144 号  

平成 27 年６月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関の

廃止について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 50条の２及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関より、次のとおり

廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子 

 

 

 

名   称 開設者 
廃止年月日 

所 在 地 

古謝耳鼻咽喉科医院 古謝 将宏 
平成 27年３月 31日 

那覇市久米二丁目 33番 16号 

山田眼科医院 医療法人 山田眼科医院 
平成 27年４月１日 

那覇市字松川 441番地 

銘苅薬局 有限会社 白寿 
平成 27年４月１日 

那覇市銘苅三丁目９番 24号 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の指定について（保護管理課） 
那覇市告示第 145 号  

平成 27 年６月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関の

指定について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第１項及

び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定介護機関として、

次のとおり指定した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子 

 

 

名   称 所 在 地 

指定年月日 

開 設 者 サービスの種類 

訪問介護ステーション 

トリニータ 

那覇市寄宮二丁目１番 18号 

ユートピア２階 
平成 27年３月３日 

医療法人 寿仁会 
・訪問介護 

・介護予防訪問介護 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の変更について（保護管理課） 
那覇市告示第 146 号  

平成 27 年６月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関の

変更について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項に

おいて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定介護機関より、次のとおり変更の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子 

 

 

名   称 

変更年月日 

変更事項 
変  更  後 

( 変 更 前 ) 

デイサービス 首里センター 

平成 27年１月１日 

管理者 比嘉翼（吉濱弘美） 

居宅介護支援事業所 首里センター 

平成 27年４月１日 

管理者 高地久寿（比嘉節子） 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の廃止について（保護管理課） 
那覇市告示第 147 号  

平成 27 年６月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関の

廃止について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項に

おいて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定介護機関より、次のとおり廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子 

 

 

名   称 

（廃止する事業の種類） 
廃止年月日 

所 在 地 

うるま薬局（居宅療養管理指導） 
平成 27年２月 28日 

那覇市松島２丁目１番地 19 

茶話本舗デイサービス小禄金城 
平成 27年３月 31日 

那覇市金城２丁目 20番地２ 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施

術機関の指定について（保護管理課） 
那覇市告示第 148 号  

平成 27 年６月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施術機関の

指定について 

 

 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第 30号）に基づく施術機関について、生活保護法第 55条第１項及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定施術機関として、次のと

おり指定した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子 

 

 

施 術 者 施術の種類 指定年月日 

施術所名称 施術所所在地 

與那嶺 弘 
あん摩・マッサージ、 

はり・きゅう 
平成 27年３月 30日 

ひろ治療院 那覇市字寄宮 173番地１ 前田店舗１階 

前多 直人 
あん摩・マッサージ、 

はり・きゅう 
平成 27年３月 30日 

ひろ治療院 那覇市字寄宮 173番地１ 前田店舗１階 

大城 春彦 
あん摩・マッサージ、 

はり・きゅう 
平成 27年３月 30日 

ひろ治療院 那覇市字寄宮 173番地１ 前田店舗１階 
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仲川 ちえ子 はり・きゅう 平成 27年４月６日 

ガンジュウ社 那覇市古波蔵一丁目 20番 32号 

山里 りえ子 はり・きゅう 平成 27年４月６日 

ガンジュウ社 那覇市古波蔵一丁目 20番 32号 

嘉数 直也 柔道整復 平成 27年４月 10日 

かかず整骨院 
那覇市寄宮一丁目９番 12号 

サンヴェール神原 103 

安塚 良 
あん摩・マッサージ、 

はり・きゅう 
平成 27年４月 28日 

株式会社フレアス 那覇市銘苅一丁目９番 28号 ２階 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施

術機関の廃止について（保護管理課） 
那覇市告示第 149 号  

平成 27 年６月１日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施術機関の

廃止について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく施術機関について、生活保護法第 55条において準用

する第 49 及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の規定による指定施

術機関より、次のとおり廃止届があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子 

 

 

施 術 者 
施 術 所 名 称 

廃止年月日 
施 術 所 所 在 地 

親泊 徹 

まるみや整骨院 

平成 27年４月 16日 那覇市古島２丁目 26番地 15 

津嘉山ビル１階 
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公    告 
 

住民票の職権消除の公示について（ハイサイ市民課） 
那覇市公告第 69 号  

平成 27 年５月 18 日  

掲 示 済  

 

 

住民票の職権消除の公示について 

 

 

住民票の職権消除の通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないため、住

民基本台帳法施行令（昭和 42年政令第 292号）第 12条第４項の規定により公示す

る。 

なお、住民票を消除された者の名簿は、この告示の日から一ヶ月間は那覇市市民

文化部ハイサイ市民課において縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 

那覇市松山公園文化交流施設指定管理者募集について（公園管理課） 
那覇市公告第 87 号  

平成 27 年６月１日  

 

 

那覇市松山公園文化交流施設指定管理者募集について 

 

 

那覇市松山公園文化交流施設指定管理者募集日程について次のとおり公表しま

す。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

1 名称及び位置 

名 称  那覇市松山公園文化交流施設 

位 置  福州園  ：那覇市久米２丁目 29番 19号 

連携施設 ：那覇市久米２丁目 30番６号 

駐車場  ：那覇市松山１丁目 17番 64号 
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２ 管理の基準及び業務の範囲 

   那覇市松山公園文化交流施設指定管理者募集要項及び同業務仕様書のとおり。 

 

３ 指定予定期間 

   平成 28年４月１日から平成 33年３月 31日まで（５年間） 

 

４ 応募資格 

(１) 指定期間中、文化交流施設の管理運営を円滑かつ安定して実施できる那覇

市内に主たる事務所を有する法人その他の団体（法人格は必ずしも必要ではあり

ません）とします。但し、個人の応募は不可とします。 

(２)市税の滞納がないこと。 

(３)役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいないこと。 

(４)会社更生法及び民事再生法等の手続中でないこと。 

(５)暴力団員による不当な行為の防止法等に関する法律（平成３年法律第 77号）

第２条第２号に揚げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものでないこ

と。 

(６) 共同企業体（グループ結成）での応募について 

  複数の法人若しくは団体が共同企業体により応募する場合は、あらかじめ代表

者又は代表となる団体を決定すること。この場合、構成団体間で委任状を作成し

協定書を締結するものとします（応募に関する責任、指定管理業務に関して生じ

た責任は構成団体が連帯責任を負うことになります）。 

  共同企業体を組織する全ての法人若しくは団体は、上記(１)から(５)の資格を

満たすこと。ただし、那覇市内に主たる事務所を有するものは１法人若しくは１

団体で可とする。 

  なお、単独で応募する団体が、複数の団体で構成する共同企業体で応募するな

ど、複数の応募はできません。 

 

５ 申請の方法 

（１）提出書類 

那覇市松山公園文化交流施設指定管理者募集要項のとおり。 

（２）募集要項等の配布 

   原則、那覇市のホームページからのダウンロードとしますが、必要な方は下

記のとおり配布します。 

    配布期間 平成 27年６月１日（月）から 平成 27年７月 31日（金）まで

（土曜、日曜及び祝日を除く） 

    配布時間 午前９時から午後５時（正午から午後１時までの間を除く） 

    配布場所 那覇市建設管理部 公園管理課（那覇市役所 本庁舎８階） 

    その他  「那覇市松山公園歴史文化施設指定管理者業務仕様書」及び「様

式」については、平成 27年６月 12日（金）の説明会にて配布

します。 

（３）指定申請書提出場所 

那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所８階  

那覇市建設管理部 公園管理課  
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６ 申請を受付けする期間 

（１）受付期間 平成 27年６月 15日（月）から平成 27年７月 31日（金）まで

（土曜、日曜及び祝日を除く） 

 （２）受付時間 午前９時から午後５時まで(正午から午後１時までの間を除く) 

 

７ 説明会の開催 

   歴史文化施設の応募方法、提出書類等について説明会を開催します。参加者は

説明会参加申込書をご記入のうえ、FAX 又は E-mail のいずれかで提出してくだ

さい。 

  （１）開催日時 平成 27年６月 12日（金）  午後２時から午後４時まで 

  （２）開催場所 那覇市役所８階 801会議室 

  

８ 問い合わせ先 

  那覇市建設管理部 公園管理課 担当：玉代勢、仲真、瀬長 

  住所  〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番地１号 

  電話  098-951-3239 

  FAX   098-951-3206 

  E-mail b-kouen001@neo.city.naha.okinawa.jp 

 

 

 

上下水道局告示 
 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 
那覇市上下水道局告示第４号  

平 成 2 7 年 ５ 月 1 1 日  

掲 示 済   

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第 10条第１号の規定に基づき、別 

紙のとおり告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者 

上下水道局長 翁 長  聡   
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     那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者名簿追加  

     

     

登録 
事 業 者 事 業 所 の 所 在 地 代 表 者 指定年月日 

番号 

435 株式会社 大気 西原町字安室 193番地１ 玉寄 優 
平成 27年 

４月 27日 

436 株式会社 北電通 那覇市山下町１番 11号 與那覇 寛榮 
平成 27年 

５月 ８日 

  
 

 
 

  

 

監査委員公表 
 

那覇市職員措置請求監査結果について（公表） 
那 監 公 表 第 ２ 号  

平成 27 年５月７日

  

掲 示 済  

 

 

那覇市監査委員   新 城 和 範  

同     宮 里 善 博  

同     翁 長 俊 英  

同     亀 島 賢 二 郎   

 

 

 

那覇市職員措置請求監査結果について（公表） 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 242条第４項の規定に基づき、住民監査

請求に係る監査を執行したので、同項の規定によりその結果を、次のとおり公表す

る。 
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